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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
の
一
斉
解
除
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
「
避
難
区
域
等
の
見
直
し
に
関
す
る
考
え
方
」
（
平
成
二
十
三
年
八
月
九
日
原
子
力
災
害
対
策
本
部
決

定
。
以
下
「
見
直
し
の
考
え
方
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
全
て
の
関
係
市
町
村
に
よ
る
住
民
の
円
滑
な
移
転
支
援
、
学
校
・

医
療
施
設
な
ど
の
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
再
開
、
公
的
イ
ン
フ
ラ
の
復
旧
、
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
園
庭
な
ど
の
除
染
等
に
係
る
市

町
村
の
実
情
に
応
じ
た
復
旧
計
画
の
策
定
が
完
了
し
た
段
階
で
、
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
の
設
定
を
一
括
し
て
解
除
す
る
考

え
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
発
生
後
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
に
つ
い
て
は
、
地
震
に
よ
る
通
信
系
統
の
途
絶
等
に
よ
り
、
原
子
炉
の
状
態
等
に
関
す
る
情
報
が
入
手
で
き
な
か
っ

た
た
め
、
実
際
の
放
射
性
物
質
の
予
測
放
出
量
等
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
同
日
か

ら
翌
日
ま
で
の
間
に
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
に
基
づ
き
行
っ
た
避
難
の
た
め

の
立
ち
退
き
に
係
る
指
示
の
際
に
、
緊
急
時
迅
速
放
射
能
影
響
予
測
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
）
の
本
来

一



の
活
用
方
法
で
あ
る
放
出
源
情
報
に
基
づ
く
放
射
能
影
響
予
測
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
、
財
政
的
な
支
援
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
第
二
次
補
正
予
算
に
お
け
る
措
置
と
し
て
、

除
染
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
及
び
校
庭
等
に
お
け
る
表
土
除
去
等
の
支
援
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
技
術
的
な
支

援
に
つ
い
て
は
、
除
染
に
関
し
て
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
専
門
家
の
派
遣
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
見
直
し
の
考
え
方
に
お
い
て
「
八
月
中
を
目
処
に
除
染
に
関
す
る
基
本
方
針
を
取
り
ま
と
め
、
関
係
者
の
連
携
の

下
、
徹
底
的
か
つ
継
続
的
な
除
染
を
実
施
す
る
」
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
被
災
者
等
就
労
支
援
・
雇
用
創
出
推
進
会
議
が
取
り
ま
と
め
た
「
「
日
本
は
ひ
と
つ
」
し
ご
と
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
」
に
基
づ
き
、
復
旧
事
業
の
推
進
、
雇
用
創
出
基
金
事
業
の
拡
充
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
就
職
支
援
の
強
化
、
雇

用
保
険
の
延
長
給
付
の
拡
充
、
未
払
賃
金
の
立
替
払
の
迅
速
な
実
施
等
に
取
り
組
み
、
被
災
者
の
雇
用
の
維
持
・
確
保
や
生

活
の
安
定
の
確
保
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
三

年
七
月
二
十
九
日
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
決
定
）
を
踏
ま
え
、
更
な
る
雇
用
対
策
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

二



五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
第
三
次
補
正
予
算
等
の
編
成
過
程
に
お
い
て
、
具
体
的
内
容
を
検
討
し
て

ま
い
り
た
い
。

三


